


 
 

鶴日赤発第 ２３ 号 

鶴共募発第  ５８ 号 

令和７年１２月１９日 
 
各地区連合町内会長 様 

日赤鶴見区地区委員会 

共同募金会鶴見区支会 

事務局長 髙橋 博之 

 

 
日赤・共同募金協力費・準備事務費交付について 

 
 
時下、ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。 

 日頃から、地域の福祉向上に多大なるご尽力をいただいておりますこと、厚く御礼申し

上げます。 

 さて、令和７年５月からの日本赤十字活動ならびに１０月からの共同募金運動の協力費・ 

準備事務費について、各連合町内会および各自治会町内会の指定口座へお振込みさせてい

ただきます。また、指定口座の確認の依頼文を１２月上旬に送付させていただいておりま

す。ご確認いただきますようお願い申し上げます。 

 

【日本赤十字活動】 

各自治会町内会 
会費募集協力費 令和７年度会費実績額の１０％ 

準備事務費 ２,０００円 

各地区連合町内会 準備事務費 １０,０００円+(町内会数)×２００円 

 

【共同募金運動】 

各自治会町内会 
広報配布協力費 @２円×(広報よこはま鶴見区版９月配布数) 

準備事務費 ３,０００円 

 ※区だより配布数に変更のある自治会は協力費が例年と異なりますのでご了承ください。 

 

＜振込スケジュール＞ 

令和８年２月頃 各地区連合町内会長ならびに各自治会町内会長あてに振込通知書を 

送付の上、各自治会町内会指定口座へ振り込みます。 

  

 
＜事務局＞ 

鶴見区社会福祉協議会 

電話：０４５-５０４-５６１９ 

担当：工藤（共同募金） 

河野
か わ の

（日赤） 



 
【資料 No.3】 

〇 掲示に当たってのお願い事項 
 「鶴見税務署からのお知らせ」 

  ３月 16 日（月）まで裏面の掲示をお願いします。 
（裏面）                        （表面） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







問い合わせ
横浜キヤノンイーグルス　横浜事務局 
Tel: 045-664-3731  E-mail: yokohama@canon-sportsclub.jp 
※電話受付時間：月曜日～金曜日 10時～ 16時

※募集枚数に到達次第、終了となります。 
※申込みに係る個人情報は、横浜キヤノンイーグルスに帰属します。
 ※個人情報の取り扱いについては、申込サイトのプライバシーポリ
シーをご覧ください。

神奈川区・中区・鶴見区民ご招待DAY神奈川区・中区・鶴見区民ご招待DAY神奈川区・中区・鶴見区民ご招待DAY
横浜キヤノンイーグルス

ラグビーを
観に行こう！

神奈川区・中区・鶴見区に在住・在勤・在学（在園）とそのご家族

先着1,000名様を無料でご招待！  　              お一人様
4枚まで

会場：ニッパツ三ツ沢球技場（横浜市神奈川区三ツ沢西町3-1）／席種：ゴール裏自由席
1.17 SAT

12:00 KICKOFF

NTTジャパンラグビー リーグワン2025-26 第5節

横浜キヤノンイーグルス
vs 埼玉ワイルドナイツ

対象
試合

お申込はQRコードもしくは公式ホームページから
https://www.canon-eagles.jp/tickets/campaign/20260117/yokohama_invite_01.html
申込期間：2025年12月17日（水）10:00～2026年1月16日（金）23:59 

カノンちゃん





令和7年度

つながる、つるみ。

問合せ先：つるみ区民活動センター
TEL：045-510-1694　FAX：045-510-1716　　

メール：tr-kuminkatsudouc@city.yokohama.lg.jp

地域で活動する登録団体と「鶴見人ネット」登録者が
日々の活動を紹介します！

ステージや展示、ワークショップなど催しが盛りだくさん！
ぜひお気軽にお越し下さい。

つるみ
区民活動センター
まつり

���� 年 � 月 �� 日（日）
��：� � ～ �� : ��

＜ 入 場 無 料 ＞

場所：鶴見公会堂
（ステージは 1 0 : 3 0 開演）

　　
　　
　　
　ステージ演技

　　

　　
　　
　ワークショップ

　　

　　
　　
 団体活動パネル展

　　

　　
　　
  わっくん撮影会





                                          
 
 
 
 
 
 
 
  地域防災力の向上を目的として、地域の様々な団体や人々による共助のための自主的な活動を

行う際の資金の一部を支援します。 

 

 
 

  主に鶴見区民により組織され、鶴見区内を主な活動場所とする団体であること。 

  自治会・町内会等、PTA、NPO、ボランティアグループ、その他市民活動団体 

 

  

 地域防災力の向上につながる活動であり、原則次の一覧に該当すること。 

 

取組 例 

①避難場所の多様化・分散化 

（在宅避難含む）に寄与する取組 

・在宅避難啓発チラシ作成 

・地域施設等と連携した災害時避難場所の確保 

②地域特性（災害時リスク）に応じた 

防災・減災対策 

・防災まち歩き 

・地区ごとの防災マップ作成、防災訓練の実施 

③小・中学生等を対象とした取組 ・防災講座、教材の購入、啓発イベントの開催 

④災害時ペットに関する取組 
・ペット同行避難の啓発活動 

・飼い主間のコミュニティづくり 

⑤災害時要援護者支援対策 
・安否確認カードの作成 

・要援護者避難訓練 

⑥マンション管理組合における防災活

動 

・マンション管理組合における防災マニュアルの作成 

・資機材や倉庫、マンホールトイレ等設備の充実化 

⑦外国人等への防災支援活動 
・外国人を対象とした防災セミナーの開催 

・外国語での啓発チラシ作成 

⑧妊産婦・乳幼児を対象とした取組 

・妊産婦・乳幼児を対象とした防災セミナーの開催 

・妊産婦・乳幼児を対象とした防災訓練の実施 

・妊産婦・乳幼児向け啓発冊子の作成 

 ※原則として単年度で完結するものとします。 

 

※上記に該当する場合であっても、次の①～④に該当する場合は、対象外とします。 

 

 

対 象 外 

① 営利目的又は特定の個人や団体のみが利益を受けるもの 

② 政治活動又は宗教活動を目的としたもの 

③ 同一の企画内容で鶴見区・横浜市又は社会福祉協議会などの（本市以外の）他の団体からの補助を

受けているもの 

④ 代表者が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 6 号」に規定する暴力団員 

共助のための防災活動補助金制度 

１ 目 的 

２ 対象となる団体 

３ 対象となる取組 
































